
 

府 共 第 33 1 号 

令和７年６月 11 日 

各都道府県・各政令指定都市 

男女共同参画主管部局長  殿 

内閣府男女共同参画局推進課長 

 

 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の改正について（通知） 

 

 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関す

る法律等の一部を改正する法律（令和７年法律第 63 号。以下「改正法」という。）が

令和７年６月４日に成立し、同年６月 11 日に公布されました。 

改正法は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年法律第 64

号）の期限を 10 年間延長し、令和 18 年３月 31 日までとするとともに、職員の男女

の給与の額の差異及び管理的地位にある職員に占める女性職員の割合の情報公表を

義務付けること等の措置を講ずるものです。 

改正法の内容につきましては、総務省より各都道府県総務部長・各指定都市総務局

長・各人事委員会事務局長に対して、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用

の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の公布について」

（令和７年６月 11 日付総行公第 74 号・総行女第 25 号・総行安第 39 号。別紙参照。）

が発出されておりますので、同通知を御参照いただき、女性の活躍の更なる推進に向

けた取組を進めていただきますようお願いします。 

内閣府においては、今後、必要な下位法令の整備等を行い、その内容については別

途通知する予定です。 

各都道府県におかれましては、本通知の内容について、貴管内市町村（政令指定都

市を除き、特別区を含む。）に対して周知いただきますようお願いいたします。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規定

に基づく技術的助言であることを申し添えます。 
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